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一

雑

報

一

一

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
四
七
年
一
二
月
一
一
一
日
(
木
)
午
後
二
時
l
五
時

「
〈
罪
刑
法
定
主
義
〉
の
当
面
す
る
課
題
」
報

告

者

得

雄

出

席

者

一

一

一

一

名

近
代
刑
法
の
根
本
原
則
の
一
つ
と
し
て
の
「
罪
刑
法
定
主
義
」
は
、
す
で

に
我
々
の
ヰ
に
親
し
い
。
従
来
の
通
説
は
こ
の
観
念
を
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ

第
三
九
節
↓
北
ア
メ
リ
カ
諸
州
の
権
利
章
典
等
↓
フ
ラ
ン
ス
「
人
権
お
よ
び

市
民
権
の
宣
言
」
(
一
七
八
九
)
↓
近
代
大
陸
諸
国
の
刑
法
、
と
い
う
よ
う
に
系

滞
づ
け
つ
つ
、
近
代
刑
法
↓
現
代
刑
法
を
通
じ
て
の
ゆ
る
ぎ
な
い
基
木
原
則

と
し
て
と
ら
え
て
き
た
。
報
告
者
は
ま
ず
そ
う
し
た
通
説
的
〈
罪
刑
法
定
主

義
〉
に
対
す
る
否
定
的
潮
流
な
い
し
批
判
的
胎
動
を
、
古
典
派
対
近
代
派
の

学
派
論
争
、
刑
罰
H
引
会
統
制
手
段
と
す
る
機
能
主
義
の
拾
頭
、
罪
刑
法
定

主
義
の
枠
内
に
お
け
る
弛
緩
傾
向
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
紹
介
分
析
さ

れ
た
。
そ
の
上
で
「
罪
刑
法
定
主
義
」
の
当
而
す
る
諸
問
題
と
し
て
、
ま
ず

そ
の
現
在
的
意
味
内
容
が
、
①
罪
刑
の
明
瞭
(
こ
れ
は
犯
罪
構
成
要
件
の
明

瞭
・
法
源
の
明
瞭
・
刑
罰
の
明
瞭
等
に
細
分
さ
れ
る
)
②
罪
刑
の
均
衡
・
適

正
③
類
推
解
釈
の
禁
J
I
④
遡
及
処
罰
の
禁
止
、
等
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
ら
れ

幕

た
。
つ
い
で
立
法
課
題
と
し
て
の
罪
刑
法
定
主
義
が
、
現
在
進
行
中
の
刑
法
改

正
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
、
刑
法
改
正
草
案
に
お
い
て
は
第
二
次
参
考
案
以

降
、
明
文
規
定
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
、
が
、
な
お
文
章
表
現
卜
一
問
題
が
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
不
定
期
刑
を
め
ぐ
る
問
題
(
相
対
的
不
定

期
刑
は
と
も
か
く
、
絶
対
的
不
定
期
刑
は
罪
刑
法
定
主
義
と
矛
日
ず
る
)

mM
推
許
容
論
と
の
関
連
等
が
、
問
題
と
し
て
ふ
れ
ら
れ
た
。

報
告
後
の
討
論
に
お
い
て
は
、
罪
刑
法
定
主
，
お
の
系
譜
の
通
説
的
理
解
に

対
す
る
最
近
の
批
判
的
見
解
(
た
と
え
ば
佐
伯
千
似
泣
歴
記
念
論
文
集
所
収

の
沢
登
・
横
山
両
氏
の
論
文
等
)
に
対
す
る
報
作
者
自
身
の
見
解
が
ま
ず
た

だ
さ
れ
、
つ
い
で
社
会
主
義
国
に
お
け
る
罪
刑
法
定
主
義
の
問
胆
、
労
基
法
・

公
害
規
準
法
と
の
関
連
、
さ
ら
に
準
用
と
類
推
解
釈
等
が
ひ
ろ
く
話
題
と
な

っ
た
。
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O
昭
和
四
八
年
一
月
二
六
日
(
金
〉
午
後
一
時
半
l
四
時

「
法
律
学
史
の
一
案
」

報

告

者

引

万

太

郎

川

席

者

二

二

名

教
養
部
の
「
法
学
」
の
援
業
に
お
い
て
、
二
単
位
分
と
し
て
、
本
礎
的
な

も
の
、
報
告
者
の
場
合
は
法
律
学
史
を
と
り
あ
げ
た
場
合
、
ど
ん
な
内
容
の

講
義
が
可
能
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
一
案
を
示
し
大
方
の
批
評
を
う
か
が
い
た

い
、
と
い
う
の
が
今
日
の
報
告
の
テ
l

マ
で
あ
る
。
報
告
者
の
講
義
案
で
は

ま
ず
、
「
法
」
や
「
法
学
」
、
が
明
治
維
新
以
後
新
た
に
日
本
に
導
入
さ
れ
た
も

の
で
、
必
ず
し
も
自
明
の
文
化
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
ら
が

も2



い
つ
日
本
に
現
れ
た
か
が
法
典
輸
入
を
中
心
に
考
察
さ
れ
る
。
つ
い
で
こ
の

「
法
」
の
性
質
が
準
則
主
義
〈
『
向
山
2
2
0
的
側
面
と
自
律
的
側
面
の
阿
国
か

ら
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
こ
の
「
法
」
を
成
立
せ
し
め
た
条
件
、
「
法
」
観
念
の

起
源
、
か
ロ
1

マ
法
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
分
析
さ
れ
、
そ
の
後
の
展
開
が
自

然
法
忠
忽
と
関
連
さ
れ
つ
つ
考
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
法
」
の
西
欧
社
会
に

対
す
る
な
味
、
す
な
わ
ち
「
法
」
が
社
会
を
建
設
し
た
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
、
が
命
じ
ら
れ
、
つ
い
で
一
九
世
紀
以
後
の
法
の
動
揺
が
「
法
」
の
歴
史

の
中
で
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
に
ま
で
及
ぶ
。
最
後
に
日
本
で

受
符
さ
れ
た
「
法
」
が
、
ど
の
よ
う
に
変
容
・
不
機
能
化
す
る
傾
向
が
あ
る

か
、
日
常
生
活
と
「
法
」
と
の
関
連
等
に
も
言
及
が
な
さ
れ
る
l
|
以
上
が

報
告
者
の
講
義
案
の
大
綱
で
あ
る
。

付
出
酬
に
お
い
て
は
、
他
の
教
養
部
法
学
講
義
案
と
の
比
較
(
た
と
え
ば
本

論
集
二
一
巻
四
号
所
収
の
米
倉
氏
論
文
参
照
)
が
ま
ず
話
題
と
な
り
、
つ
い

で
身
分
制
秩
序
、
概
念
法
学
と
自
由
法
学
等
々
の
個
別
的
問
題
点
、
さ
ら
に

は
分
析
的
思
考
と
演
終
的
な
そ
れ
と
の
関
連
等
の
方
法
論
的
問
題
に
い
た
る

ま
で
、
話
題
、
が
ひ
ろ
が
っ
た
。

O
昭
和
四
八
年
二
刀
一
六
日
(
金
)
午
後
一
時
半
|
四
時

「
四
六
年
参
誕
院
選
挙
の
分
析
」

報

告

者

俊

夫

出

席

者

一

五

名

北
海
辺
政
治
行
政
研
究
会
(
北
大
法
学
部
を
中
心
に
周
辺
他
大
学
の
研
究

荒

木

者
数
名
で
作
ら
れ
て
い
る
)
は
、
こ
れ
ま
で
選
挙
を
中
心
に
政
治
行
動
の
一
調

査
・
研
究
を
す
す
め
て
き
た
が
、
本
報
告
は
昭
和
四
六
年
の
参
院
選
直
後
、

札
幌
市
内
で
行
っ
た
調
交
に
つ
い
て
、
研
究
会
の
一
メ
ン
バ
ー
が
報
告
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
調
査
結
果
自
体
は
ち
ょ
う
ど
本
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

の
で
、
く
わ
し
く
は
そ
ち
ら
に
ゆ
づ
る
が
、
会
で
報
告
さ
れ
た
の
は
本
号
掲

載
の
う
ち
、
川
支
持
政
党
と
デ
モ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
要
因
、

ω階
層
意
識
と

支
持
政
党
と
の
関
連
、
け
両
親
の
支
持
政
党
と
の
関
係
、
内
争
点
、
に
あ
た

る
部
分
で
あ
っ
た
。

は
げ
に
つ
い
て
は
、
社
会
党
な
い
し
革
新
政
党
支
持
者
は
荘
年
層
ほ
ど
多
い

と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
コ
一

O
J四
五
才
の
年
令
層
に
多
い
こ
と
、
学
歴
と
支

持
政
党
と
の
関
係
は
男
女
で
ち
が
い
が
あ
り
、
高
学
歴
の
〈
イ
ン
テ
リ
女

性
〉
に
口
説
っ
て
革
新
政
党
支
持
が
多
い
、
等
の
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た

年
令
層
に
よ
り
支
持
政
党
の
割
合
が
か
な
り
こ
と
な
る
と
い
う
点
は
、
一
般

に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
年
を
と
る
と
保
守
化
す
る
」
と
い
う
こ
と
な
の

か
、
あ
る
い
は
あ
る
世
代
に
特
有
な
政
治
的
経
験
と
い
っ
た
要
閃
を
考
え
る

べ
き
か
、
等
、
が
論
じ
ら
れ
た
。
白
に
つ
い
て
は
、
支
持
政
党
と
階
層
意
識
と

の
関
係
を
め
ぐ
り
、
階
層
意
識
と
い
う
も
の
が
一
応
独
立
し
た
要
悶
と
し
て

考
え
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
生
活
程
度
(
収
入
)
か
ら
く
る
単
な
る
「
み

せ
か
け
の
相
関
」
に
す
ぎ
な
い
の
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
同
に
つ
い

て
は
、
支
持
政
党
に
関
し
子
に
対
す
る
両
親
の
影
響
と
い
う
の
は
ど
の
程
度

考
え
ら
れ
る
の
か
、
父
親
と
母
親
と
ど
ち
ら
の
影
響
が
強
い
か
、
等
が
分
析

の
対
象
と
な
っ
た
。
最
後
に
内
に
つ
い
て
は
、
何
を
重
要
な
争
点
と
考
え
る

か
は
性
別
・
学
際
に
よ
り
こ
と
な
り
、
男
性
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
外
交
問

::It}J;24C1・231)231



出
な
い
し
〈
グ
ラ
ン
ド
・
イ
シ
ュ

l
Vを
重
要
な
争
点
と
み
な
す
の
に
対
し
、

女
性
は
削
人
生
活
に
直
接
か
か
わ
る
山
胞
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
り
、
学
歴

の
向
い
者
と
低
い
者
と
の
問
に
も
似
た
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

q
し
、
』
。

市

4
4
2
マ
t討
命
に
お
い
て
は
、

ωに
つ
い
て
、
附
屑
意
識
と
収
入
と
支
持
政
党
と
の

三
者
山
の
関
連
を
ど
う
考
え
る
か
、
付
に
お
い
て
相
関
関
係
と
因
果
関
係
と

の
ば
別
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
、
等
が
話
題
と
な
り
、
さ
ら
に
広
く
こ
う
し

た
分
析
に
お
け
る
モ
デ
ル
設
定
の
問
題
等
が
論
じ
ら
れ
た
。

O
附
和
四
八
年
三
月
一
六
日
(
金
)
午
後
一
時
半

l
四
時

「
校
近
の
欧
米
に
お
け
る
向
法
研
究
」
報

告

者

慶

道

川

席

者

一

七

名

報
告
お
は
四
七
年
二
月
か
ら
一
年
間
、
欧
米
に
印
刷
学
し
て
こ
ら
れ
た
。
今

回
の
報
告
は
そ
の
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
談
を
ま
じ
え
た
興
味
深
い
帰
朝
報

告
で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
じ
め
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
研
究
所

に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
及
び
そ
れ
以
外
の
西
欧
諸
凶
の
会
社
法
改
正
事
業
の
研

究
に
従
ぃ
弔
さ
れ
た
訳
で
あ
る
、
が
、
そ
こ
で
は
欧
米
全
体
を
通
じ
て
商
法
(
会

社
法
〉
を
経
済
法
的
な
観
点
か
ら
広
く
村
会
的
な
文
脈
の
中
で
み
な
お
そ
う

と
す
る
傾
向
、
が
強
く
な
っ
て
き
た
こ
と
を
印
象
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
。
ま
た

西
欧
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
に
つ
い
て
、
大
企

業
に
は
不
要
だ
が
中
企
業
の
介
併
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
と
の
説
が
主
張
さ

れ
て
い
る
由
、
こ
れ
は
ド
ル
攻
勢
と
の
関
係
で
フ
ラ
ン
ス
等
で
と
く
に
強
調

さ
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
を
通
じ
会
社
法
の
あ
る
べ
き
姿

平

に
つ
い
て
、
日
本
の
場
介
、
ア
メ
リ
カ
的
な
も
の
と
ド
イ
ツ
的
な
も
の
と
の

折
哀
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
従
来
の
ド
イ
ツ
的
な
株
式

会
社
の
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
報
告
者
の
得
た
確
信
で
あ

っ
た
。そ
の
後
、
資
料
調
交
を
か
ね
て
パ
リ
大
学
・
ロ
ン
ド
ン
大
学
等
を
歴
訪
、

夏
に
ア
メ
リ
カ
に
わ
た
り
、
バ
ー
ク
レ
ー
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
に
行

き
、
そ
こ
で
ジ
エ
ニ
ン
グ
ズ
教
授
の
も
と
で
会
社
の
フ
ア
イ
ナ

γ
シ
ン
グ
の

研
究
に
従
事
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
会
社
問
題
解
決
の
方
向
は
、

直
接
民
主
主
義
的
な
株
主
の
権
利
と
行
政
庁
の
強
力
な
指
導
監
慢
に
向
け
ら

れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

討
論
に
お
い
て
は
ド
イ
ツ
の
株
式
会
社
に
お
け
る
監
査
役
の
地
位
・
役
割
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
株
の
買
占
め
・
株
価
操
作
の
有
無
(
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
な

い
由
)
等
に
質
問
、
が
ょ
せ
ら
れ
、
ま
た
多
国
籍
企
業
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
と

西
欧
諸
問
の
理
解
の
ち
が
い
等
が
話
題
と
な
っ
た
。
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